
固定資産税・都市計画税の軽減措置について 

東京都主税局発行 「ガイドブック都税」令和３年度版より抜粋 

１．小規模住宅用地に対する軽減措置（都市計画税のみ） 

（軽減の対象） 

住宅１戸につき２００㎡までの土地 

（軽減の割合） 

 都市計画税の２分の１を軽減する。 

  （影響）対 象  約１７１万件     約３４０億円 軽減  

品川区    約６万件 約１５億４千万円 軽減 

２．小規模非住宅用地に対する減免措置 

（減免の対象） 

 一画地の面積が４００㎡以下の非住宅用地 

（個人又は資本金等の額が１億円以下の法人が所有する土地に限る。）  

（減免の割合） 

 ２００㎡までの部分の固定資産税・都市計画税の２割を減免する。 

☆減免を受ける場合には、令和３年１２月2８日までに申請が必要。 

なお、前年度減免を受けた方で用途を変更していない方は、新たに申請する必要はない。 

（影響）対 象  約２１万件   約２５０億円 軽減 

品川区 約6,700件 約６億７千万円 軽減 

３．商業地等の負担水準上限引下げ減額措置 

（軽減の対象） 

 負担水準が６５％を超える商業地等（店舗・工場の敷地、駐車場など、住宅用地以外の

宅地等 

（軽減の割合） 

 固定資産税・都市計画税について、負担水準が65％に相当する税額まで軽減する。 

☆ 負担水準とは、固定資産の価格等に対する前年度の課税標準額の割合をいう。 

（影響）対 象    約６万件      約７億円軽減 

                           品川区  約１００件 約３９０万円軽減 

＊軽減額は２年度東京都決算による 
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